
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西尾市では、多様な支援のための新たなセーフティネットである「つながりの輪」をつくることを目的
とした「～すべての人のために～つながりの輪支えあい事業」を始めるための準備を令和６年度から取り
組んできました。この事業は、社会福祉法という国の法律で重層的支援体制整備事業、通称、重層事業と
いう非常に難しい言葉で規定されているもので、西尾市では、それをやさしくかみくだき、市民の皆様に
も分かりやすいように「つながりの輪支えあい事業」として呼ぶことにしました。 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、この事業は一体どんな事業なのか、それを日本の福祉制度の成り立ちからお話します。 
これまでの日本の福祉制度は、主にこども、障がい者、高齢者、くらしに困っている生活困窮者とした支

援対象者の分野ごとに制度化されてきました。具体的には、こども分野では、児童扶養手当や児童相談所な
ど。障がい分野では、障害年金やグループホームをはじめとする各種障がい福祉サービスがあります。高齢
分野では介護保険サービス、生活困窮では生活保護が代表的な支援制度になります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

しかし、近年、相談内容が複雑化・複合化して、各分野の制度が利用できない、今ある制度からこぼれ落
ちるような「制度の狭間」の困りごとが増えて、支援が難しくなってきました。例えば、社会とのつながり
がないひきこもりの方で、支援が届かない状態の中で同居家族が亡くなったことから自分一人では経済的
にも精神的にも暮らすことできなくなった、いわゆる８０５０問題と呼ばれるケースなどになります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そのため、市では、そうした制度の狭間の困りごとを支援するため、各相談窓口をつなぐ組織として「つ
ながりの輪サポートステーション」、通称は「つなサポ」といいますが、そのつなサポを令和８年 4 月につ
くることにしました。では、このつなサポの役割は何でしょうか。何をするところでしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１つ目は、市民の相談を丸ごと受け止めて支援する体制、法律ではこれを包括的な支援体制という言い方をしますが、この体制
を今ある相談窓口とともにつくっていくことです。今ある相談窓口というのは、資料にあるとおり、こども分野では、こども家庭
センター、子育て支援センターなど、障がい分野では、障がい者サポートセンター、児童発達支援センターなど、高齢分野では、
高齢者サポートセンターなどです。ちなみにつなサポは、市役所の西隣にある会議棟と呼ばれる建物の１階に、福祉課のつながり
の輪支えあい推進室（仮称）が担当する、民間の職員を合わせて１０人程の人員による窓口として開設します。つまり、つなサポ
は、暮らしに困っている生活困窮者の支援という仕事と、つながりの輪支えあい事業の二刀流の支援組織として、今ある相談窓口
とともに「断らない相談」を基本に、市民の相談を丸ごと受け止めて支援する体制を西尾市全体でつくっていくところになります。 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つなサポの２つ目の役割は、制度の狭間の多様な困りごとに対応できる支援の受け皿をつくることです。今ある制度や
サービスを利用できない困りごと、例えば、不登校やひきこもりなど各世代に深刻な孤独・孤立化、個人の特性に合致した
仕事を探す就労支援や緊急的に住む場所を探す居住支援、いろいろな原因で散らかった家の片づけができなくなった「ご
み屋敷対策」、身寄りがない高齢者が人生の最後を安心して迎えられる終活支援など、つなサポでは、こうした困りごとに
対する支援メニューを地域で活動している団体などにお願いして開発していきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つなサポの３つ目の役割として、年齢や属性などを問わない誰もが利用できる「居場所づくり」や支援の届かない人との「つ
ながりづくり」があります。新たな居場所づくりとしては、総合福祉センター１階のフリースペースであるロビーの床を改修
し、北欧系の椅子や机などを配置するリニューアルを８年３月末に行うことを予定しています。これにより社会的困難を抱え
る方も含めたすべての市民が利用してみたいと思う快適な公共空間をつくります。そして、市民の皆さんの身近な場所から相
談をつなぐことのできる「つなサポ窓口」を校区単位でつくって、地域で隠れている支援ニーズを発見し、また、支援の入口
を見出すために家族などを通して間接的にでもつながり続ける寄り添い型の支援を心掛けていきます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

では、つなサポは、制度の狭間にある難しい相談をどのように支援していくのでしょうか。 
つなサポでは、難しい相談内容に応じて関係する窓口職員を集めた会議を開いて、支援プランや支援の役
割分担を決めて、様々な機関が協働して支援が停滞しないように努めていくことで対応します。もちろん、
相談内容から解決が困難なケースは少なくないと思いますが、先ほどお話したとおり、解決には至らずと
も困りごとを抱える当事者や家族に「寄り添い、つながり続けること」も支援の一つだと考えています。 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでお話しました、つなサポ、つながりの輪支えあい事業について、まとめます。 
近年、制度の狭間の複雑化・複合化した市民の相談が増えているため、本市では、市民の相談を丸ごと受け
止めて支援する「断らない相談」体制を、つなサポと今ある相談窓口でつくります。また、孤独・孤立化や
居住支援など、制度の狭間の多様な困りごとに対応できる支援の受け皿も用意します。そして、つなサポ
は、多くの支援機関の協働による支援会議、新たな居場所づくり、支援の届かない人へのアプローチも行っ
ていきます。  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つなサポ、つながりの輪支えあい事業が目指す姿としては、一人ひとりの声に耳を傾け、困っている人自
身の気持ち【当事者主権】を大切に、自分らしく生きること【自律】ができるよう、地域全体のハートフル
なセーフティネットである「つながりの輪」を充実させて、西尾市地域福祉計画の基本理念である「地域の
つながりが生み出す 誰も取り残さないまち 西尾」の実現を進めていくことであります。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これは、事業全体をイメージした、つながりの輪支えあい事業の支援体制図になります。一つの流れとしては、アウト
リーチにより把握した困難事例を包括的相談支援の窓口が受け止め、多機関協働によるチーム支援が必要な場合はつなサ
ポにつなぎます。つなサポは関係機関を集めたサポート会議で支援方針や役割分担を決めます。そして必要に応じて参加
支援や居住支援法人などの多様な支援の受け皿につなぎます。また、相談は地域づくりの居場所からも把握することがあ
ります。そのため、つなぐパターンはいろいろなあり方を想定し、つなぐ矢印は全方位で示しました。  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

これは、つながりの輪ワーキングチームである「つなサポ相談窓口」から、支援機関やつなサポにつなぐときに利用す
る「つなぐシート」の使い方です。表面は相談者が書きますが、難しい場合は聞き取り者が書いてください。表面上段の
個人情報共有同意の□は、緊急支援や予防的支援の場合はなくてもつなげます。裏面は聞き取り者が相談者が話す情報を
できる限り書き留めます。つなぐ先にファクスでシートを送信し、相談予約をとって相談者に伝えてください。 



▼令和８（2026）年度中にスタートする「つなサポ」と支援の受け皿の一覧表 取扱注意 （8年２⽉現在） 

事業名・窓口名 主な業務 開始 開設場所等 
➀つなサポ 重層事業の中核機関と生活困窮支援の二刀流の支援組織 4 月 市役所会議棟 1 階 
②つながりルームらぽっと 
 （大人のひきこもり支援） 

８０５０など地域の潜在的ニーズが高い中高年世代のひきこもり者
に対する幅広い支援を目指す 

4 月 総合福祉センター３階 

➂親子のこころがほっとす
るスポット 

毎週 1 回、子育てに何かしらの不安を抱える親子が気軽に利用で
きる居場所を提供し、児童発達支援の専門職が保護者の困り感に
寄り添い適切な助言や情報提供を行う 

9 月 児童発達支援施設 

④多様なこどもたちのため 
の生活・学習支援 

生活困窮などの多様な生きづらさを抱える小中学生を対象に新規
開業するカフェで週 2 回、座席数３０のうち１６席を開放して、午後
４時からは教員ＯＢや大学生による学習支援（生活支援も含む）、
午後５時からは子ども食堂として夕食を提供 

6 月 カフェ 

⑤生活困窮者に対する食 
料支援を通じた多様な 
居場所づくり 

ネグレクトや不登校等の困難を抱えた子どもを委託先主催のこども
食堂で受入れアウトリーチを実践。フードバンク利用者でひきこもり
傾向の方には有償ボランティアとして食糧支援の作業を手伝っても
らい社会参加を体験させる 

4 月 総合福祉センターなど 

➅地域居住支援 
（居住支援法人） 

多機関協働の一環として住宅セーフティネット法による「居住支援
法人」の県指定を受ける予定の社会福祉協議会と市営住宅のサブ
リースをはじめとする多様な居住支援のあり方を検討、実践 

4 月 
総合福祉センター、 
つなサポ 

➆市民ボランティアによる 
残置物処分 

生活困窮等により自分ではどうしても家屋や敷地内の不要な物を
処分できない方に対し、市民ボランティアの清掃や片づけによる環
境改善を行うとともに、排出されたゴミを適切に処理する 

4 月 該当家庭 

➇Kokoro つながり 
サポート 

つなサポが訪問を必要だと判断した困難ケースに、精神障がい者
支援の専門職が同行し当事者及び家族のニーズ把握や支援方針
の助言を行う 

4 月 該当家庭、つなさぽ 

➈エンディングサポート 

高齢者単身世帯の増加に伴い身寄りのない方や身寄りがあっても
頼れない方が自身亡き後の葬儀、納骨、家財処分、行政への届出
等住み慣れた地域で安心して最期まで過ごすことができる死後事
務支援 

10 月 総合福祉センター 


